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平成30年度通常総会のお知らせ 

NPO 法人 CTF 松阪の平成 30 年度通常総会を下記のとおり開催いたします。正会員の皆様方には、

ご多用中のところ恐れ入りますが、何卒ご出席くださいますようご案内申しあげます。 

 

１．日時 平成 30 年 5 月 12 日（土）11 時から 12 時まで 

２．場所 まどゐのやかた見庵（松阪市魚町 1643 番地 本居宣長旧宅跡向かい） 

３．.審議事項 : 

① 第１号議案：平成２９年度事業報告の件 

② 第２号議案：平成２９年度活動決算の件 

③ 第３号議案：平成３０年度事業計画の件 

④ 第４号議案：平成３０年度活動予算の件 

 

※総会終了後ごゆっくりと懇談していただけるよう、お弁当を用意しております。 

 

保健師さんへの「意思伝達支援」の説明会 

4月12日三重県庁で保健師さんへの「意思伝達支援」の説明会を行いました。「コミュニケーション支援

のご紹介」としてCTF松阪のホームページに掲載しましたのでご覧ください。 

 

「みえ als の会」総会に参加 

三重県における、als（筋委縮性側索硬化症）の患者さんの会の総会が、4 月 22 日（日）津市芸濃保健

センターで開催されました。山田会長が、CTF 松阪の紹介と「意思伝達機器」の展示をしました。多くの

患者さんや保健師さんが説明を熱心に聞いていただきました。 

 

 

よいほのもり 

 

皆さん松阪を紹介するのにまずは肉ですか？それとも 豪商の町ですか？ 

松阪のイメージとしては、松阪牛ですか？グルメブームな近年はやはり肉料

理ですね美味しいですからマスコミでもよく取り上げています。でも、蒲生

氏郷が松阪城下を創ったのが始まりですから。 楽市楽座を奨励しその街で

豪商が育った、そう歴史ある豪商の街なのです。 

近頃は、観光でその街の情緒にしたりたく街歩きに来る人が増えてるのです。

静かで落ち着きのあるいい街。この街を守ってくださいとも耳にします。 

先人たちが残してくれたこの街うまく活用できればと思います。  T・S 

今月号は文字数が多いので、第 1ページ、第 3ページ、第 4ページに SPコードを 2個
付けてあります。第 1ページ、第 3ページ、第 4ページでは、先に左下の SP コードを、
次に右下の SP コードを読んでください。 
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 Word 複数図形の重なり防止方法   

 

 

オートシェイプで描いた複数の図形が、お互い重ならないようにする方法を紹介します。 

 

１．図形を選択して右クリックし［その他のレイアウトオプション］を開く。 

 

２．「位置」のタブを開き「オーバーラップさせる」のチェックを外す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうしておくと、図形を移動したとき、図形どうしが避けあうように動きます。逆に、図形どうしが重な

るようにしたい場合は、「オーバーラップさせる」にチェックを入れてください。逆に、図形を重ねようと

すると、勝手に動いてしまう場合はこのオーバーラップのチェックが外れているのが原因です。 
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【4 月】の活動報告 

障がい者対象個人向けパソコン講座 

（10 日、17 日、24 日） 

難病患者さんへの意思伝達支援 

(5 日、11 日、25 日) 

 

 

 

【5 月】の活動予定 

障がい者対象個人向けパソコン講座 

1 日、8 日、15 日、22 日 

松阪市障がい者福祉センター 9:30～11:30 

30 年度 CTF 松阪通常総会 

12 日 

まどゐの館 11：00～12:00 

徒然なるままに  

お伊勢さん 125 社というのをご存じじゃろか？ 

“宇治橋”とその近くで珍しいことを２つご紹介しよう！ 

右の絵は何かわかるかな？ 

仏教用語に、“垢離（こり）”という難しい言葉がある。身

体を水で清めて垢（あか）を取去ることを意味して、山伏や

修験者が神仏に祈願するとき，冷水や海水を浴びて身を清め

ることをいうのじゃ。 

時は江戸時代。宇治橋の上の人たちは、 

“参拝客”で、本来、自分自身でこの“垢離（こり）”を行

うべきであるが、なかなか大変なので、地元の人たちに代わりに行ってもらう、それを“代垢離（だい

こり）”と言うそうじゃ。宇治橋の上の参拝客はその“代垢離”のお礼として小銭を投げ、五十鈴川の

中の人たちはその小銭を“たもあみ”状のもので受けているのじゃ。 

宇治橋を渡って右に折れると“神苑”があり、手入れされた立派な松が沢山あって、伊勢神宮のなか

でも作り込まれた庭園となっておる。下の絵をご覧あれ。その神苑の場所にはもともと民家や 

土産物店があったのじゃ。びっくりじゃな。明治になって、内宮から俗っぽい雰囲気をなくす、とい

う理由で民家などは立ち退きとなって現在の神苑を作ったそうじゃ！！！ 

 

  

五十鈴川 

宇治橋 

子
安
神
社 

現在の神苑の場所に

民家や土産門店 

大山祇神社 

御手洗場 

https://kotobank.jp/word/%E5%9E%A2%E9%9B%A2-66481
https://kotobank.jp/word/%E5%B1%B1%E4%BC%8F-144308
https://kotobank.jp/word/%E4%BF%AE%E9%A8%93%E8%80%85-77656
https://kotobank.jp/word/%E7%A5%9E%E4%BB%8F-466630
https://kotobank.jp/word/%E5%86%B7%E6%B0%B4-612903
https://kotobank.jp/word/%E6%B5%B7%E6%B0%B4-42548
https://kotobank.jp/word/%E5%9E%A2%E9%9B%A2-66481
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 リレー随筆ナンバー180  今月は先月に引続き T・O 様から投稿いただきました後篇です。 

 

 

伊勢神宮の式年遷宮 (後篇 )  

午後８時、大宮司、少宮司、禰宜(ねぎ)に護られたご神体は、

周囲を覆う絹の布（絹(きん)垣(がい)）に囲まれ、前面に遮蔽用

の白幕（行障(こうしょう)）を立てて旧殿をお出ましになります。

そして、神職達に守られながら新宮(しんぐう)へと遷(うつ)られま

す。浄闇(じょうあん)の中、白い絹垣(きんがい)が近づくと、特別奉

拝者達は柏手(かしわで)を打ち拝礼します。新宮にご神体が入御

(にゅうぎょ)されると、新調した御神宝・御装束(おしょうぞく)も同時

に納め、扉が閉められます。同じ時刻、天皇陛下は皇居内において最も丁寧な作法で、皇祖をおまつり

する伊勢神宮を遙拝(ようはい)され、遷御の儀を終えました。 

外宮も１０月５日、同様に遷御が行われ、外宮の鶏鳴三声は「カケロー」でした。そのあと逐次、別

宮、摂社、末社の順に遷宮が行われてゆきました。 

遷御の儀（内宮） 

 暗闇（浄闇(じょうあん)）の中、ご神体は絹垣(きんがい)の白い布で覆い隠され、神職たちに守られながら

新しい正殿へ進んだ 

・なぜ“２０年に一度” 

諸説の中で、「建築技術を継承するのに、２０年が最も都合がよい」とする説が有力です。２０歳代

で見習いをしたあと、４０歳代で中核者となり、６０歳代で棟梁を務める。この奉仕をする世代の重な

り具合が、技術の継承にもちょうど良い年というのです。 

それにしても、２０年で太い柱や厚い板を捨ててしまうのは、一寸もったいない話です。しかし、そ

のまま捨ててしまうわけではないのです。 

撤去した木材は、五十鈴川に架かる宇治橋の大鳥居、摂社・末社などの用材から、信仰の厚い方への

お札などへの新しい役目に蘇(よみがえ)り、リサイクルされるのです。特に今回は、東日本大震災で大

きな被害を受けた東北地方の神社にも提供されました。リサイクルの精神は、古くから受け継がれてき

ているのです。 

 この一大絵巻、儀式の費用は〆て５５０億円（５７０億円とも）といわれており、うち３３０億円を

神宮で調達し、残りの２２０億円は全国からの奉納金により賄われました。 

 次回の遷宮では、筆者は泉下かも？                         T・O 

 

  編集後記 

今年のゴールデンウィークは最

大 9 連休ですがもうお出かけの予

定はお決まりですか？ 

ちょうど春真っ盛り、色鮮やか

な花が咲き誇り新緑も美しく、お出かけにちょう

ど良い気候です。なにより「連休」というなんと

もワクワクするシーズンです！ 

さて、例年通り CTF 松阪の通常総会を開催し

ますのでふるっ

てご参加くださ

い。美味しいお弁

当をみんなで食

べましょうね。 
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